
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方

地域名
（地域内農業集落名）

※本協議結果は、令和６年度第５回農地有効利用検討委員会の内容を取りまとめたもの。

湯本地区

（糠塚・北湯口２・北湯口１・大畑・二枚橋駅前・二枚橋・上湯本台二・上湯本台一・花巻温
泉・台温泉・金矢開拓（宇津野）・金矢・小瀬川・椚の目・狼沢）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和6年11月29日

（令和６年度第１回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

区域内の農用地等面積

農業振興地域整備計画定期見直し（令和６年度下期）において除外申出があった事業用地（1筆 969㎡）はいず
れも農業を担う者が位置付けられていないことから、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがない（農業を担う
者の農地集積・集約化に支障がない）ため、当該事業用地を地域計画から除外して差し支えない。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 1,259

1,259

参考様式第５－１号

　　　　　　　花巻市長
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令 和 6 年 11 月 29 日


